
医療勤務環境改善支援センター
～すべての医療従事者が健康で安心して働くことができる職場づくりを支援します～

医療勤務環境改善支援センターとは？（略称：勤改センター）

医療従事者の働きやすい

環境づくりを実現するため、

様々な活動で医療機関を

支援するセンターです。
医療機関の働き方改革／

勤務環境改善に関する

●専門のアドバイザー
　（医業経営・労務管理のスペシャリスト）を派遣

●研修会や勉強会への講師派遣

●講演会・ワークショップの開催

●助成制度や取り組み事例等の情報提供

●その他、様々な相談対応・個別支援　など

例えば、医療機関の直近の課題として、

２０２４年４月以降、医師に対する時間外・休日労働の上限規制適用に伴い、

医療機関では、目指すべき水準を設定し、必要な準備を進める取組が求められます。

２０２４年４月以降に、年９６０時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、

都道府県知事の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の適用医師）のみになります。

働き方改革等の取組に関する相談は、ぜひ勤改センターへ！

してますか
活用

医療機関

２０２４年４月

「医師の勤務実態把握

マニュアル」が御活用

いただけます。（いき

サポ*1に掲載）各都道

府県の勤改センター

ではマニュアルに沿っ

た集計用エクセル表

（関数設定済）も提供。

「医師労働時間短縮

計画作成ガイドライ

ン」を参照ください。

（いきサポ*1に掲載）

各都道府県の勤改セ

ンターで作成支援も

行いますので、ご相談

ください。

受審の前に各都道府

県の勤改センターに

ご相談いただけま

す。

申請の手続き等につ

いて、各都道府県の

勤改センターを通じ

てご相談いただけま

す。

「いきサポ」掲載の資料を参照

ください。ご不明点は、各都道

府県の勤改センターへお問い

合わせ下さい。

勤務実態の

把握

時短計画の

作成

評価センター

による

評価の受審

都道府県への

指定申請

時短計画に基づく取組

追加的健康確保措置の実施

現状把握の方法が

わからない！

副業・兼業先の

労働時間の取扱は？

時短計画の

作成例はないの？

様式はどれ？

いつまでに受審

すればいいの？

不安だから受審前に

色々相談したい…

都道府県の指定申請に

準備するものは？

いつまでに

申請すればいいの？

連続勤務時間制限や勤務間
インターバルって、どう管理・運用

すればいいの？

代償休息の考え方が

わからない…


